
令和７年４月４日 

 

東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 

 

 

前払式支払手段「ＰＡＷ」の一部廃止に伴う 

資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく払戻しの公告 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

この度、ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社は、令和７年３月３１日で利用終了しま

した前払式支払手段「ＰＡＷ」につきまして、資金決済に関する法律第二十条第一項に基づ

き、下記のとおり一部払戻しを行います。 

 

記 

 

■払戻しを行う前払式支払手段発行者：ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 

■払戻し対象の前払式支払手段の種類： 

ＰＡＷ（加盟店バルス株式会社向け） 

※令和７年３月３１日１１：５９までに発行されたもの 

■払戻しの申出期間： 

令和７年４月４日（金）１２：００～令和７年９月３０日（火）１５：００ 

※当該期間内に払戻しの申出がない場合は、この払戻し手続きから除斥されます。 

■払戻しの方法： 

 ＳＰＷＮに登録されたメールアドレスへ弊社よりメールをお送りします。 

 メールに記載されたＵＲＬをクリックし、当社ウェブサイトの専用フォームにアクセス

してください。当社ウェブサイト所定フォームにて、「認証コード」「金融機関名」、「支店名」、

「口座種類」、「口座番号」及び「口座名義人」をご入力いただき、お申し出ください。 

未使用残高を確認のうえ、銀行振込にて払戻しをさせていただきます。（手数料弊社負担） 

■払戻しに関するお問い合わせ先： 

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 イノベーション戦略統括部 

ＭＡＩＬ paw-henkin@gmo-pg.com 

電話   ０３―３４６４―２３２３（平日１０：００～１７：００） 

 

以上 


